
『金剛頂経』第十一会について

德 重 弘 志

1．はじめに

『金剛頂経』とは，十八会十万頌といわれる経典群の総称である．この経典群の
梗概を伝える文献は，不空（705–774）が翻訳あるいは撰述した『十八会指帰』（T

no. 869）のみである．『十八会指帰』で言及された『金剛頂経』第十一会（以下，
⑪）については，『諸仏境界経』（T no. 868）と対応するという先行研究が存在す
る．本稿では，『諸仏境界経』が ⑪ と対応するとはいえないことを指摘した上で，
『グフヤマニティラカ』（GMT）が ⑪ と対応する蓋然性が高いことを論証する．

2．『十八会指帰』における『金剛頂経』第十一会に関する記述

『十八会指帰』における ⑪ に関する記述（T no. 869, 18: 286c25–29）は，非常に簡
潔なものである．本稿ではその特徴を，［経題］（『大乗現証瑜伽』1）），［説処］（アカ
ニシュタ天），［特徴 1］（金剛界三十七尊を『真実摂経』と同様に出生する 2）），［特徴 2］
（一々の尊に四種曼荼羅と四種印を具す 3）），［特徴 3］（実相の理を説く），［特徴 4］（心
にマンダラを建立する儀則を説く），といった項目に整理した．
さて，『十八会指帰』においては，上掲した ⑪ の特徴の大半が，十八会を構成
する他の経典（以下，①～⑱）とも共通している．［説処］に関しては，①『真実
摂経』（STTS）や，②『金剛頂タントラ』（VŚ）の記述と一致している．［特徴 1］
に関しては，『十八会指帰』における ① の記述と一致している．また，VŚ（②）

自体には，［特徴 1］と対応する記述が存在する．［特徴 2］に関しては，③（四種
印のみ），④（四種曼荼羅のみ），⑥，⑦，⑧（四種曼荼羅のみ），⑨，⑩，⑫，⑬（四
種曼荼羅のみ），⑭，⑮，⑯，⑰，⑱ の記述と一致している．また，STTS（①）や
VŚ（②）自体には，［特徴 2］と対応する記述が存在する．［特徴 3］に関しては，
②，⑧，⑨，⑱ にも記されている．
以上のことから，⑪ には，十八会を構成する他の経典と関連する内容が説かれ
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ている 13）．［第四章］では，多数のヨーギニーや霊薬について記されている．［第
五章］では，大毘盧遮那如来とヨーギニーによる問答が記されている．
以上のように，GMTは，STTS（①）と強い関連性を有している．また，共通す

る偈頌が説かれていることなどから，GMTと VŚ（②）は密接に関係していると
判断できる．

5．『金剛頂経』第十一会と『グフヤマニティラカ』との関係について

GMTには，『十八会指帰』で言及された ⑪ の特徴と対応する記述が存在する．
その対応関係について，前掲した ⑪ の枠組みに基づいて検討を行う．
［経題］に関しては，GMTには，「大乗現証（mahāyānābhisaṃgraha）」という語句
を含む STTSと同一の偈頌（GMT, D 126b1–2, P 86b8–87a1）14）が記されている．当該
の偈頌では，「この経典（mdo sde ’di）」という語句を「大乗現証」という用語で言
い換えているので，このことが原因となって「大乗現証」という用語が GMTの
通称となったと推測できる．なお，前掲したように，この用語は VŚ（②）では特
定の経典の名称としても用いられているが，その経典に関する記述と GMTの内
容は一致しない 15）．
［説処］に関しては，GMTには「アカニシュタ天王の宮殿（’og min gyi lha’i rgyal

po’i khang bzangs）」（GMT, D 121a2, P 81a5）と記されており，⑪ に関する記述と一致
する．
［特徴 1］に関しては，STTSでは「百八名勧請」（STTS §§ 196–201）を行った後
に，「金剛界マンダラ」（STTS §§ 202–206）を説示している．GMTには，ほぼ同文
の記述（GMT, D 127b1–128a6, P 88a1–88b7）が存在するが，「金剛界マンダラ」に関す
る具体的な内容（STTS §§ 203–206）については，「他のタントラ」（STTS）に説いて
あるという理由で省略されている．
［特徴 2］の「四種曼荼羅」に関しては，二つの可能性が想定できる．一方は，

GMTには四種類のマンダラ 16）が説かれているので，それらが「四種曼荼羅」と
対応するという考え方である．この場合の問題点としては，GMTには「三昧耶マ
ンダラ」と「羯磨マンダラ」が説かれていないことが挙げられる．他方は，GMT

で省略されている「金剛界マンダラ」が，STTSの第一章（金剛界品）に説かれる
「四種曼荼羅」全体と対応するという考え方である．いずれの場合でも，GMTに
は，「四種曼荼羅」が説かれていると解釈する余地が存在する．
［特徴 2］の「四種印」に関しては，プトゥン（Bu ston Rin chen grub, 1290–1364）は
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ていると推定できる．特に，①（STTS）や ②（VŚ）とは，強い関連性を有してい
ると推測できる．
また，［経題］に関連して，STTS（①）の施護訳における「大乗現証」という用

語には，mahāyānābhisamaya（theg pa chen po mngon par rtogs pa）4）と mahāyānābhisa-

ṃgraha（theg pa chen po mngon bsdus pa）5）という二つの原語が存在する．このうち，
後者の用語は，STTS（①）では各章末部の偈頌にのみ用いられており，VŚ（②）

では特定の経典の名称 6）としても用いられている．

3．『金剛頂経』第十一会に関する先行研究の検討

『十八会指帰』を扱った先行研究のうち，田中公明と Rolf W. Giebelは，⑪ と対
応する経典として『諸仏境界経』を挙げている 7）．そこで，前掲した ⑪ の枠組み
に基づき，『諸仏境界経』との対応関係について再検討を行う．［経題］，［特徴 2］，
［特徴 4］に関しては，『諸仏境界経』には対応する記述が存在しない．［説処］に
関しては，『諸仏境界経』には「三十三天（忉利天）」（T no. 868, 18: 270a16）と記さ
れており，⑪ に関する記述とは一致しない．［特徴 1］に関しては，Giebel 8）が指
摘しているように，対応する記述が存在する．［特徴 3］に関しては，「実相の理」
の詳細が不明であることから，対応関係を見出すことができない．
以上のことから，⑪ と『諸仏境界経』が対応するとは考え難い．

4．『グフヤマニティラカ』の梗概

GMTは，チベット語訳のみが現存しており，その訳者はスガタシュリー（Sugataśrī,

bDe bar gshegs pa’i dpal）とサキャパンディタ（Sa skya Paṇḍita Kun dga’ rgyal mtshan, 1182–

1251）である 9）．スガタシュリーは，ヴィクラマシーラ寺の最後の僧団長である
シャーキャシュリーバドラ（Śākyaśrībhadra）とともにチベットへ脱出した人物の一
人である 10）．そのため，GMTの梵本は，ヴィクラマシーラ寺から持ち出された
ものと推測できる．

GMTは，酒井眞典によって，STTSよりも発展した「五相成身観」を説くこと
が指摘されて以来，類似した「五相成身観」を説く経典との比較対象として扱わ
れてきた 11）．なお，管見のおよぶ限りでは，GMT全体の内容を扱った先行研究は
存在しない．

GMTは，五つの章から構成されている 12）．［第一章］から［第三章］までに
は，STTSの第一章（金剛界品）および第二章（降三世品）と対応する内容が記され
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ちの「羯磨波羅蜜菩薩」のことを指すと判断している．
 3）『十八会指帰』における ③（VŚ）の記述（T no. 869, 18: 286b5–6）および ④（『降三
世大儀軌王』）の記述（T no. 869, 18: 286b12–14）を根拠として，⑪ における「四種曼
荼羅」は「大マンダラ，三昧耶マンダラ，法マンダラ，羯磨マンダラ」のことを指し，
「四種印」は「大印，三昧耶印，法印，羯磨印」のことを指すと判断できる．
 4）STTS §§ 35，42，201，212，225，318，417，492，561，598，599，617，1894，

2697，2715．詳細は，德重（2011）を参照．
 5）STTS §§ 614，1204，1466（Skt. 欠），1829，2129，2402，2565，2707，2978，3068.
 6）VŚの現行のチベット語訳は，前半部（全三章）と後半部（全四章）に二分すること
ができる．北村・タントラ仏教研究会（2012）における偈頌番号に従えば，経典名と
しての用例の位置は，次の通りである．［前半部］第一章，55偈．［後半部］第一章，
152偈，214偈．第二章，93偈，240偈，401偈，447偈．第三章，9偈，294偈，355
偈，624偈．第四章，46偈．

 7）田中（1987, 267），田中（2010, 154）および Giebel（1995, 112）における十八会の一
覧表では，「T. No. 868?」といったように疑問符が付されていることから，その対応関
係は仮説として提示されたようである．

 8）Giebel（1995, 183–184）を参照．
 9）羽田野（1986, 250–251）を参照．
10）羽田野（1986, 243）を参照．
11）酒井（1985）および野口（1986）を参照．
12）GMTにおける各章の位置は，次の通りである．［経題・帰敬偈］（GMT, D 120b5–6, P

80b8–81a1），［第一章］（GMT, D 120b6–127a7, P 81a1–87b7），［第二章］（GMT, D
127a7–135a6, P 87b8–96b1），［第三章］（GMT, D 135a6–149a5, P 96b1–111b7），［第四章］
（GMT, D 149a5–150a5, P 111b7–113a1），［第五章］（GMT, D 150a5–152a7, P 113a1–
115a8），［奥書］（GMT, D 152a7–152b1, P 115a8–115b1）．

13）GMTの［第一章］には STTSとほぼ同文の「五相成身観」や「百字真言」が，［第
二章］には STTSとほぼ同文の「百八名讃」や「三界調伏の真言」が，［第三章］には
STTSや VŚなどと対応する「降三世明王の因縁譚」が，それぞれ説かれている．ま
た，このうちの「三界調伏の真言」（GMT, D 131a6, P 92a3–4）における一部の語句
（bidyā rā dza）に関しては，STTSや VŚの用例（vajra）とは異なるが，『秘密集会タン
トラ』（⑮）の用例（vidyārāja）とは一致する．なお，それらの経典の内容から判断し
て，STTS, VŚ, GMT, 『秘密集会タントラ』といった順序で経典が成立したと推測でき
る．

14）GMTには，近似する偈頌（GMT, D 123a1, P 83a4–5）も記されている．
15）VŚ（②）に引用された『大乗現証』という経典が，⑪ と対応するという可能性も想
定できるが，現存する資料からは，両者には［経題］以外の共通項を見出し得ない．

16）GMTの［第一章］には大毘盧遮那如来を中心とした「グフヤ〔マニ〕ティラカ」と
いうマンダラ（GMT, D 123b1–126a2, P 83b5–86a8）が，［第二章］には先述した『真実
摂経』と同文の「金剛界マンダラ」が，［第三章］には阿閦如来を中心とした「三界調
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瑜伽タントラを解説する際に，GMTを含む「同分タントラ（cha mthun）」の特徴
として，「四種印」が説かれていることを挙げている 17）．このことから，少なく
ともチベットにおいては，GMTには「四種印」が説かれていると見做されていた
と推定できる．
［特徴 3］に関しては，「実相の理」の具体的な内容は不明であるが，先述した
ように『十八会指帰』では，②，⑧，⑨，⑱ の箇所でも「実相の理」を説くと規
定されている．GMTの内容は，VŚ（②）や『理趣広経』（⑧）と多くの箇所で共
通している．そのため，GMTには，「実相の理」が説かれていると解釈する余地
が存在する．
［特徴 4］に関しては，GMTの第一章におけるマンダラは，観想において建立
されている 18）．『十八会指帰』における「心にマンダラを建立する」という規定
を，「観想においてマンダラを建立する」ことだと解釈すれば，GMTの当該箇所
は ⑪ の記述と対応する．
以上のように，GMTには，⑪ の［説処］，［特徴 1］と完全に対応する記述が存
在する．また，［経題］，［特徴 2］，［特徴 4］に関しても，GMTと対応すると見做
すことができる．

6．おわりに

本稿では，⑪ について，先行研究の再検討を行った上で，現存する経典との同
定を試みた．まず，⑪ の特徴と，十八会を構成する他の経典の特徴とを比較した
結果，⑪ は STTS（①）や VŚ（②）と強い関連性を有することが判明した．続い
て，⑪ と『諸仏境界経』の関係について再検討を行った結果，両者が一致すると
はいえないことが判明した．そして，GMTを調査した結果，⑪ の特徴のほぼ全
てが当て嵌まるということが判明した．また，GMTは，STTS（①）や VŚ（②）

と強い関連性を有している．
以上のことから，GMTが ⑪ と対応する蓋然性が高いと判断することができる．

 1）『十八会指帰』では，②～⑱ の名称に「瑜伽」という語句が共通して用いられている．
そのため，⑪ の本来の名称には，「瑜伽」という語句は存在しなかったと推測できる．

 2）Giebel（1995, 183–184）が指摘するように，『十八会指帰』に説かれる「真実摂瑜伽」
とは，STTS（①）のことである．また，「毘盧遮那仏等．至金剛毘首羯磨菩薩．及八
大供養四摂」という記述は，STTSにおける金剛界三十七尊のことを指している．なお
筆者は，「金剛毘首羯磨菩薩」に関しては Giebelとは意見が異なり，四波羅蜜菩薩のう

（158） 『金剛頂経』第十一会について（德 重）

─ 367 ─



ちの「羯磨波羅蜜菩薩」のことを指すと判断している．
 3）『十八会指帰』における ③（VŚ）の記述（T no. 869, 18: 286b5–6）および ④（『降三
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「四種印」は「大印，三昧耶印，法印，羯磨印」のことを指すと判断できる．
 4）STTS §§ 35，42，201，212，225，318，417，492，561，598，599，617，1894，

2697，2715．詳細は，德重（2011）を参照．
 5）STTS §§ 614，1204，1466（Skt. 欠），1829，2129，2402，2565，2707，2978，3068.
 6）VŚの現行のチベット語訳は，前半部（全三章）と後半部（全四章）に二分すること
ができる．北村・タントラ仏教研究会（2012）における偈頌番号に従えば，経典名と
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 9）羽田野（1986, 250–251）を参照．
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複合語 abhūtaparikalpaは karmadhārayaか

金　　俊 佑

1．序論 一般に abhūtaparikalpa（虚妄分別）は「虚妄なる分別」と理解されてい
る 1）．このように abhūtaparikalpaを「虚妄なる分別」と理解することは abhūtaと
parikalpaとから構成されている abhūtaparikalpaを前者が後者を形容詞として修飾
する，或いは，両者を同一のものと見なす同格関係の karmadhārayaとして見てい
ることを意味する．本稿では，今までの理解とは違って，abhūtaparikalpaという
複合語は karmadhārayaではなく tatpuruṣaだということを，MAVBhとそれに対す
る真諦と玄奘の漢訳，また，窺基の『弁中辺論述記』と安慧のMAVṬを典拠とし
て論証する．
2．真諦訳と『弁中辺論述記』 MAVBh において世親は MAV 1-1a の
abhūtaparikalpaを grāhyagrāhakavikalpaと言い換えて註釈している 2）．即ち，虚妄
分別を虚妄と分別とに分け，そのうち abhūta を grāhyagrāhaka に，parikalpa を
vikalpaに対応させている．従って，虚妄分別における虚妄と分別との関係は所取
能取と分別との関係に換言されると言える．MAVBhの真諦訳では，この箇所が
「虚妄分別者．謂分別能執所執．」3）と訳されている．語順上，この文章は能執所
執が分別の後ろに位置しているから，「虚妄分別とは能執と所執とを分別すること
である」との意味で理解することができる．即ち，真諦は所執能執分別を
karmadhārayaではなく所執能執が分別の対象になる関係を形成する tatpuruṣaとし
て読んでいるのである．一方，玄奘はこの文章を「虚妄分別有者．謂有所取能取
分別．」4）と訳して grāhyagrāhakavikalpaをそのまま翻訳している．この訳では所取
能取と分別との関係が直接的に現れていない．しかし，これに対する窺基の註釈
を見れば，玄奘も真諦と同様に grāhyagrāhakavikalpaを tatpuruṣaと理解していたと
いうことがわかる．窺基は次のように註釈する．
『弁中辺論述記』［T 44.2b8–b14］論曰．虚妄分別有者至能取分別．述曰．此中一段皆始牒
文而後申義．能取所取遍計所執縁此分別乃是依他．以是能縁非所執故．非全無自性．故
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伏マンダラ」（GMT, D 135a6–135b4, P 96b1–7）と，女尊を中心とした「大瑜伽秘密荘
厳マンダラ」（GMT, D 137a3–7, P 98a8–98b5）が，それぞれ説かれている．

17）遠藤（1996, 162 (17)）を参照．
18）当該のマンダラについては，大毘盧遮那如来の四方の月輪に，金剛手大菩薩が四如
来（右・宝生，前方・阿閦，左・不空成就，背後・阿弥陀）の姿で住するという描写
の後に，真言（種字）から須弥山や楼閣を思念すると記されている．このことから，
このマンダラは観想において建立するものであると推定できる．

〈略号〉
GMT『グフヤマニティラカ』（*Guhyamaṇitilaka）．［Tib.］D no. 493, P no. 125．
STTS『真実摂経』（Sarvatathāgatatattvasaṃgraha）．［Skt.］堀内（1974），堀内（1983）．

［Tib.］D no. 479, P no. 112．［Chi.］T no. 865（不空訳），T no. 882（施護訳）．
VŚ 『金剛頂タントラ』（*Vajraśikharamahāguhyayogatantra）．［Tib.］D no. 480, P no. 113．
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